
        いじめ対応マニュアル         深谷市立桜ヶ丘小学校  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童・保護者 早期発見 

教職員            いじめの発生 地域 

 

 

 

                              報告・連絡  

 連絡    指示  

  連携・指示 

                       

 

いじめ対応の基本的な考え方 

1. 「いじめは人間として絶対に許されない」「どの子どもにもどの学校においても起こりえる」という認

識のもと，児童の小さなサインを見逃さず，早期発見・早期対応をする。 

2. 児童の悩み・保護者の悩みを積極的に受け止める相談体制を作り，教職員と児童，児童間の共感的な人

間関係作りに努める。 

3. 個性や差異を尊重する態度や，その基礎となる適切な価値観を育てる指導を徹底するとともに，道徳教

育や心の教育を通してかけがえのない命，生きることのすばらしさや喜びについて指導する。 

4. 教育相談の研修などを積極的にし，指導力向上に努め，適切な指導助言をおこなう。 

早期対応 

学校・職員 

校長(教頭) 

教育委員会 

事実の聞き取りと 

 事実関係の確認 

・当該児童 

・当該保護者 

・他の児童 

・他の保護者 

  緊急対策会議 

      （いじめ防止等対策委員会） 

○ 情報の収集・分析・整理 

○ 緊急対策の検討 

○ 根本的な対応策の検討  

 

＊共通理解と役割分担を明確にし学校全体

で組織的に対応する。 

関係機関との連携 

・教育研究所 

・スクールカウンセ

ラー 

・児童相談所 

具体的対応 

 

当該児童への支援 

当該保護者との連携 

加害者児童（周辺の児童）への指導 

加害児童の保護者との連携 

緊急指導 

全体児童への指導・学級指導 

長期的指導 

全体児童指導・学級指導の継続 

対応の結果と分析 課題解決のための改善策 

課題の根本的な解決 
保護者への説明 

    協力依頼 

当該児童の保護者 

必要に応じて 

 PTA との連携 

＊個人情報の取り扱いに 

 留意する。 

  

連携 

連携 

連携 


